
（様式第１号） 別紙１

部   局 大臣官房環境バイオマス政策課 記入者 石川知宏

　 作成年月日 H20.9.10(H20.12.5改正) 内線番号 80641

林野庁 計画課
整備課
業務課

林野庁 治山課

林野庁

水産庁

計画課
整備課
治山課

計画課

【健全な水循環】
○　国土の約８割を占める森林や農地は、雨水を
蓄え、浄化し、河川への急速な流入を抑制してい
る。周辺沿岸の藻場・干潟では海藻や貝類等の生
息生物が水を浄化している。このような森林、農
地・農業用水、藻場・干潟の機能を維持・向上し
ていく。
○　他方、肥料、農薬や家畜排せつ物、養殖業の
飼料等は、水環境への負荷の原因となり得るもの
である。これらが原因となる環境負荷の低減を推
進する。

【豊かな海と森を育む連携】
　豊かな海を育む森林の整備とともに漁場環境の改善を図る
ため、上流水源地域の森林所有者と下流沿岸地域の漁業者の
連携・協力、森林の整備や保全、木材を利用した沿岸漁場の
整備等を推進する。

【健全な森林の育成】
①　水源かん養、山地災害の防止をはじめとする多面的機能
を発揮する森林の整備や保全を推進する。
②　特に、水土保全林については、災害に強い国土基盤の形
成や良質な水の安定供給を確保する観点から、高齢級の森林
への移行、広葉樹の導入等により複層林の造成を推進するな
ど、整備や保全を着実に推進する。

○森林整備保全事業計画及び京都議定書目標達成計
画に基づき、森林整備事業を推進する。
【施策の内容】
　「水土保全林」を対象に、水源かん養機能、山地
災害防止機能の維持増進に資する植栽、間伐、育成
複層林への移行等を推進するとともに、これに必要
な路網を整備。

○森林整備保全事業計画及び京都議定書目標達成計
画に基づき、水源地域等保安林整備事業（治山事
業）を推進する。
【施策の内容】
　ダム上流等の水資源確保上重要な水源地域の森林
について、広葉樹の導入等による複層林及び針広混
交林と渓流域の環境に配慮した地表水の地下への浸
透を促進する施設とを一体的に整備し、安全で安心
な水の量と質の双方を確保・保全。

○上流水源域と下流沿岸域における施策連携によ
り、豊かな海と森林を育む総合対策を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・治山事業、森林整備事業（森林整備保全事業計画
及び京都議定書目標達成計画）
・漁場保全関連特定森林整備事業
・水産基盤整備事業のうち水産物供給基盤整備事
業、漁村総合整備事業、水産基盤整備調査費補助
【施策の内容】
　森林・林業関係者と漁業関係者等の参画の下、豊
かな海を育む森林の整備・保全と漁場環境改善に係
る施策を一体的に実施することにより、川上から川
下に至る自然生態系等を保全するとともに、地域で
生産される間伐材等の木材資源の魚礁や漁場整備等
への活用を積極的に推進。
　なお、新たに創設した漁村再生交付金の地域提案
型整備の中で魚つき保安林等の整備に充てることも
可能となり、一層の連携を推進。

平成２０年度　環境目的及び環境目標並びに実施計画登録表(農林水産施策の企画・立案）

局庁 課環境目的 実施計画環境目標
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農村振興局 水資源課
農地資源課
防災課
土地改良企画課

農村振興局 中山間地域振興
課
農村整備官

農村振興局 農地資源課

農村振興局 農村計画課
農村整備官

○地域の実情を踏まえた多様な遊休農地活用を促進
する。
【実施する施策】
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
【施策の内容】
　地域の自主性と創意工夫により、農山漁村の活性
化を図る計画を支援する「農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金」により、地域の実情を踏まえた多
様な遊休農地活用を促進する。

【農地の維持・保全と安定的な用水供給機能等の確保】
　農業生産と田園自然環境の基盤となっている農業用水の健
全な循環を維持・増進するため、
農地に対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保に向
けた取組を推進する。
　また、農業の持続的発展を通じて水源かん養をはじめとす
る多面的機能の発揮を図るため、
良好な営農条件を備えた農地の確保に向けた取組を推進す
る。

○土地改良長期計画に基づき、中山間総合整備事業
を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
・中山間地域総合整備事業（土地改良長期計画）
等
【施策の内容】
　地域の自主性と創意工夫により、農山漁村の活性
化を図る計画を支援する「農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金」などにより、地域における里地や
棚田等の保全を図るための取り組みを推進する。

○土地改良長期計画に基づき、特定中山間保全整備
事業を推進する。
【実施する施策】
・特定中山間保全整備事業
【施策の内容】
　森林及び農用地の一体的整備により、農林業の振
興と水源かん養等公益的機能の維持増進を図る。

○土地改良長期計画に基づき、基幹農業用用排水施
設整備事業を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・国営かんがい排水事業（土地改良長期計画）
・補助かんがい排水事業（土地改良長期計画）　等
【施策の内容】
　我が国の食料の安定的な供給を支える農業用用排
水施設の機能を確保する観点から、今後とも、施設
の長寿命化を図りつつ、計画的・機動的な更新整備
に取り組むとともに、それらを担う管理体制の整備
を行う。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農村振興局 農村整備官

農村振興局 防災課
水資源課

水産庁 防災漁村課

【農山漁村地域の水質改善】
　農山漁村地域における混住化の進展等による水質の悪化に
対処し、引き続き農業集落や漁業集落における排水施設の整
備等を推進し、農山漁村地域の水質を改善。この場合、都道
府県が策定する汚水処理に関する「都道府県構想」に基づ
き、農業集落排水、漁業集落排水、下水道、浄化槽が連携し
て効率的に施設の整備を推進する。
（漁業集落排水処理人口普及率　平成23年目標：概ね６割）

○漁港及び漁場等の海域の水質を保全、改善を図る
ため漁業集落排水施設の整備を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・漁業集落環境整備事業（漁港漁場整備長期計画）
・漁村再生交付金（漁港漁場整備長期計画）

○土地改良長期計画に基づき、農業集落排水施設の
整備を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・農業集落排水事業（土地改良長期計画）
【施策の内容】
　農業用用排水の水質保全等を図り、併せて公共用
水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水施設
の整備を推進する。

○土地改良長期計画に基づき、水質保全対策を推進
する。
【実施する施策（計画等）】
・水質保全対策事業　等（土地改良長期計画）
【施策の内容】
　農業用用排水の水質汚濁に起因する障害を除去
し、または農業用用排水施設から公共用水域への排
出される水質を改善するため、水質浄化施設等の整
備を推進する。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

水産庁 整備課

農村振興局

林野庁

水資源課

治山課

生産局 農業環境対策課

生産局 農業環境対策課

○健全な水循環系の構築に向け、関係省庁間の情報
交換及び意見交換、調査・研究の実施並びに施策相
互の連携・協力を推進する。
【施策の内容】
　水循環の健全化に向けた取組を実践している主体
者や行政等を対象として、参考となる事例や知見を
示した「健全な水循環系構築のための計画づくりに
向けて」を平成15年度に作成。それらに基づいて各
省庁による情報交換及び意見交換等を行う。

○自然エネルギーを利用した水域環境改善事業を推
進する。
【施策の内容】
　種苗放流や養殖等に活用されている漁港内外の静
穏水域内では、外海との海水交流が十分ではないた
め水質悪化の問題を抱えていることから、水質の改
善を図るため自然エネルギーを活用した海水交換手
法を検討するとともに、ガイドラインを作成。
（平成１７～１９年度に調査を実施し、平成１９年
度にガイドラインを取りまとめ。）

【関係５省の連携による健全な水循環系構築に関する取組】
　平成10年８月に発足した関係５省（厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省及び環境省）により構成される
「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」を通じ
て、水に関する関係省庁が一体となった取組を推進する。

【環境保全を重視する農業の推進】
　環境負荷の低減と物質循環を促進し、環境保全を重視する
農業を推進する。
（エコファーマー認定件数　平成21年度末目標：20万人）

○農業環境規範の普及・定着を推進。
【施策の内容】
　新たな食料・農業・農村基本計画に基づき農業者
が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項を取り
まとめ、平成１７年３月に策定した「環境と調和の
とれた農業生産活動規範（農業環境規範）」の普
及・定着を推進。

○環境と調和した持続的な農業生産を推進するため
の条件整備。
【実施する施策】
　強い農業づくり交付金
【施策の内容】
　環境と調和した持続的な農業生産を推進するため
に必要な共同利用機械・施設等の整備を支援。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

生産局 農業環境対策課

農村振興局 農地資源課

生産局 農業環境対策課

消費・安全局 植物防疫課○総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の普及推進
【施策の内容】
病害虫の発生予察情報に基づいて、化学的防除、生
物的防除および物理的防除を適切に組合せ、環境負
荷を軽減しつつ病害虫の発生状況を経済的負担が生
じるレベル以下に抑制する総合敵病害虫・雑草管理
（ＩＰＭ）の普及・推進を図るため、作物毎にＩＰ
Ｍの実践指標モデルの策定を進める。
また各都道府県は地域の実情に配慮しつつ、実践指
標モデルを元に、農業者自らがＩＰＭの達成度を
チェックできるＩＰＭ実践指標を策定するととも
に、モデル地区地域の育成に取り組む。

○持続性の高い農業生産方式の導入の促進。
【施策の内容】
　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する
法律に基づき、土づくりと化学肥料、化学合成農薬
の使用低減に一体的に取り組む農業者を認定し（エ
コファーマー）、金融上の支援や計画達成のための
指導・助言などの支援措置を講じることにより、持
続性の高い農業生産方式の導入を促進する。

○環境負荷の大幅な低減を図る先進的な営農活動を
推進
【施策の内容】
　農地や農業用水等の資源の保全と一体的に、地域
でまとまって化学肥料及び化学合成農薬を５割以上
低減する等の先進的な営農活動を支援。

○化学肥料、農薬を使用しないことを基本とする有
機農業の推進
【施策の内容】
　有機農業策推進法に基づき、平成１９年４月末に
策定した有機農業の推進に関する基本的な方針につ
いて周知徹底に努めるとともに、都道府県における
推進計画の策定への働きかけ等を実施。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

生産局 畜産企画課
畜産振興課

水産庁 栽培養殖課

○家畜排せつ物処理のための施設等の整備を推進す
る。
【実施する施策（計画等）】
・地域バイオマス利活用交付金
・畜産環境総合整備事業（土地改良長期計画）
【施策の内容】
　市町村、農協、営農集団等が行う家畜排せつ物の
たい肥化施設等の整備、都道府県、市町村等がたい
肥還元用草地の造成・整備等と一体的に行う施設の
整備を実施。

【持続可能な養殖業の推進】
　養殖業による漁場環境の悪化を防止するため、漁場改善計
画の策定等を通じて飼料等による水質、底質への負荷の低減
を促進する。

【家畜排せつ物の適正管理】
　家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
に基づく家畜排せつ物の管理の適正化を徹底する。
（「家畜排せつ物法」が平成16年11月１日に本格施行とな
り、一定規模以上の畜産農家に対し、家畜排せつ物の管理施
設の床をコンクリート等の不浸透性素材とし、適当な覆いと
側壁を設けることなどその適正化管理を定めた同法の「管理
基準」が適応されている。）

○持続的養殖生産・供給を推進する
【実施する施策】
・低コスト飼料・効率的生産手法開発事業
・循環型養殖漁場利用技術開発事業
・養殖生産管理高度化事業
【施策の内容】
　環境負荷のより低い低コスト飼料の開発、貝類とその排
泄物を餌にするナマコを組み合わせた養殖技術の開発等に
よる環境負荷原因の除去、漁場環境等に対応した漁場利用
や高度な生産管理の検討等を実施。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

水産庁 計画課
整備課
企画課

林野庁 整備課
業務課

林野庁 治山課
整備課
業務課

○平成１９年度以降６年間、毎年５５万haの追加的
な間伐を推進するため、間伐等推進総合対策を推進
し、間伐等の実施とその推進のための条件整備、間
伐材の利用促進を一体的かつ総合的に取り組む。
【実施する施策（計画等）】
・治山事業、森林整備事業（森林整備保全事業計画
及び京都議定書目標達成計画）
・森林づくり交付金（森林・林業基本計画及び京都
議定書目標達成計画）
・強い林業・木材産業づくり交付金（森林・林業基
本計画及び京都議定書目標達成計画）
・間伐等推進環境整備事業（森林・林業基本計画及
び京都議定書目標達成計画）

○森林整備保全事業計画及び京都議定書目標達成計
画に基づき、抜き伐りを繰り返しつつ徐々に更新を
行う長期育成循環施業（森林整備事業）の積極的な
推進により、複層林への誘導・造成を促進する。

○「豊かな海の森づくり」関係施策を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・水産基盤整備事業（漁港漁場整備長期計画）
・岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
・環境・生態系保全活動支援調査・実証事業
【施策の内容】
　水産生物の良好な生息生育の場であるのみなら
ず、水質浄化機能を有する藻場・干潟等の保全・創
造を強力に推進。
磯焼け対策のプランづくりや効果検証等についての
技術的なサポートを行い、大規模な磯焼けの改善事
例づくりを行う。また、これらの取組事例から磯焼
け対策のノウハウを整理し他地域へ普及すること
で、磯焼けの全国的かつ効率的な改善を目指す。
また、漁業者を中心とした環境・生態系保全活動を
促進する支援方策の確立を目指す。

【地球温暖化対策としての森林整備の推進、木材・木質バイ
オマス利用の推進等】
①　適切な森林の整備及び保全を推進する。
　京都議定書に係る森林吸収目標１３００万炭素トンを達成
するため、平成１９年度以降６年間、毎年５５万haの間伐を
推進する。

【藻場・干潟の造成等】
　海藻類や貝類等の生息生物による水質浄化等環境保全効果
を有する藻場・干潟の保全・造成を推進する。
（平成19～23年度に概ね5,000haを保全・造成）

【健全な大気循環】
○　植物は光合成により大気中の二酸化炭素を吸
収することにより炭素を固定する。これを農林水
産物として消費しても正味の二酸化炭素を増加さ
せないカーボン・ニュートラルな性質を持ってい
る。特に、森林・木材は、二酸化炭素の吸収源・
貯蔵庫として地球温暖化対策上重要な役割を果た
している。
○　一方、二酸化炭素の排出者としての農林水産
業、食品産業における排出削減を推進する。ま
た、食料、木材等の生産から流通・消費までの間
の排出削減を推進する。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

林野庁 治山課
業務課

林野庁 木材産業課
木材利用課

林野庁 企画課
経営課
木材産業課
研究・保全課

林野庁 経営課③　「緑の雇用」等による森林整備の担い手を確保・育成す
る。

○森林整備保全事業計画に基づき、奥地保安林保全
緊急対策（治山事業）を推進する。
【施策の内容】
　奥地保安林の荒廃地や荒廃森林において、針広混
交林等への森林の再生のための森林整備と簡易かつ
効果的な治山施設の整備を緊急に実施。

②　森林整備を通じて供給される国産材の利用を推進する。
（国産材供給・利用量　平成27年目標：23百万m3、平成19年

度目標:17,070千m3）

○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、木材産業の体制整備に関する事業及び地
域材利用の推進に関する事業を実施し、木材・木質
バイオマスの利活用を促進する。
【施策の内容】
　地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策第２ステッ
プの着実な推進のため、キャンペーン活動や企業向
けセミナーの開催等による地域材実需の拡大、学校
等での木材教育活動の実施等総合的な消費者対策を
中心とした地域材利用を推進するとともに、品質・
性能の確かな乾燥材等を低コストで安定的に供給す
る「新生産システム」の構築、これまで利用が低位
であった間伐材、曲がり材等をボードや集成材等へ
加工する「新利用システム」の構築等木材産業の構
造改革を促進。
   また、外材を巡る不透明な国際情勢に緊急的に対
応するため、製材工場等における国産材への原料転
換のための木材処理加工施設等の整備や燃料転換の
ための木くず焚きボイラーの整備、国産材チップを
大ロット・安定的に供給するための木材チップ製造
施設の整備を行い、国産材の更なる利用拡大を推
進。
○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、国産材の安定供給の体制整備に関する事
業を実施し、林業の活性化、国産材の利用拡大、木
材・木質バイオマスの利活用を促進する。
【実施する施策】
　低コスト木材供給体制整備事業
【施策の内容】
　提案型施業の普及・定着化、原木供給可能量情報
の集積・提供、需給情報のマッチング、低コスト作
業システムの開発・普及等の取組を通じて国産材を
低コスト生産し、安定的に供給できる体制の整備を
推進。

○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、「緑の雇用」等の関係施策を実施し、林
業就業者の確保・育成を図る。
【実施する施策】
・緑の雇用担い手対策事業
・林業担い手等の育成確保（森林・林業・木材産業
づくり交付金）
【施策の内容】
　緑の雇用担い手対策事業により、U・Ｉターン者等
を含む森林の保全・整備に意欲を有する若者等に対
して研修等を実施し林業就業者の確保・育成を図る
とともに、リーダーとなる林業就業者の養成、林業
労働災害防止のためのセミナー等を実施。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

林野庁 計画課
研究・保全課

林野庁 経営課

○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、国民参加の森林づくり活動を推進する。
【実施する施策】
・森林・林業・木材産業づくり交付金
・地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進
事業
【施策の内容】
　緑化行事の開催、企業やＮＰＯ等の森林整備・保
全活動のサポート体制の整備及び活動の評価手法の
普及等を通じて「国民参加の森林づくり」を推進。

○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、望ましい林業構造の確立と特用林産の振
興を推進する。
【実施する施策】
・望ましい林業構造の確立（森林・林業・木材産業
づくり交付金）
・特用林産の振興（森林・林業・木材産業づくり交
付金）
【施策の内容】
　高性能林業機械の導入等による効率的な林業生産
体制の早急な確立及び特用林産生産施設の整備等に
よる担い手の定着促進と山村再生を推進。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農林水産技術会
議事務局

水産庁

研究開発官（環
境）

研究指導課

水産庁 研究指導課

生産局 農業環境対策課

総合食料局 流通課【食品産業における温室効果ガスの発生抑制対策】
　物流効率化、省エネルギー対策、燃料転換等により、二酸
化炭素の排出削減を推進する。

【農林水産業による温室効果ガスの発生抑制のための技術開
発】
　農林水産業による温室効果ガスの発生を抑制する技術の開
発、水産業の省エネルギー技術の開発・導入を促進する。

○地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価及び
高度対策技術を開発する。
【施策の内容】
　農林水産生態系の炭素循環の解明及びモデルの開
発を行い、農林水産生態系からの温室効果ガスの排
出削減、炭素吸収源機能を確保するための技術の開
発を行うとともに、農林水産分野における温室効果
ガス及び気候変動の影響についてのモニタリング及
び影響評価を実施する。
　また、漁船への代替燃料導入に関する技術開発
等、二酸化炭素排出量の削減を実現し漁船の省エネ
ルギー化に資する技術開発を実施。

○省エネルギー技術導入促進事業を推進する。
【施策の内容】
　省エネルギー技術の導入を促進するため、漁業者
等が行う省エネルギー技術の開発・実証・普及への
取組、衛星データと漁船からの実測データを用いた
漁場探索効率化のための技術開発、未利用資源を活
用した船上での燃料化や魚粉製造等のシステム開発
を支援。

○施設園芸脱石油イノベーション推進事業
【施策の内容】
　ガス燃焼により発生する電気・熱・二酸化炭素を
利用するトリジェネレーションシステム、農業用水
を利用した小型水力発電等に対応した施設野菜の生
産・出荷体制の導入により、施設園芸の生産・流通
における石油消費量の低減を推進。

○物流新技術を活用した食品流通効率化対策を推進
する。
【実施する施策】
・新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業
・卸売市場連携物流最適化推進事業
【施策の内容】
　食品流通の効率化を図る観点から、電子タグ等の
新技術を活用したビジネスモデルの実証、卸売市場
流通の再編・効率化を図るための卸売市場間の連携
による物流の最適化システムの開発等を支援。

【農林水産業による温室効果ガスの発生抑制】
　農林水産業による温室効果ガスの発生を抑制する技術の開
発、実証及び漁船の省エネルギー技術や集魚灯電の低減（発
光ダイオードの利用）の技術開発を促進する。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

総合食料局 食品産業企画課

総合食料局 食品産業企画課

大臣官房 環境バイオマス
政策課

【健全な物質循環】
○　廃棄物の発生を抑制し、限りある資源を有効
活用する循環型社会の構築に向けて、自然の恵み
によりもたらされ、持続的に再生可能な資源であ
るバイオマスの　総合的な利活用を「バイオマ
ス・ニッポン総合戦略」に基づき推進する。ま
た、地域住民の主体的な取組による地域内物質循
環を促進する。
○　また、環境負荷の低減とたい肥を利用した土
づくりによる物質循環を促進し、環境保全を重視
する農業を推進する。

○バイオマス・ニッポン総合戦略に基づきバイオマ
スの総合的な取組を推進する。
【実施する施策】
（国産バイオ燃料の利用促進）
・バイオ燃料地域利用モデル実証事業
・ソフトセルロース利活用技術確立事業
・環境バイオマス総合対策推進事業　等
（バイオマスタウンの推進）
・地域バイオマス利活用交付金
・広域連携等バイオマス利活用推進事業
・バイオマスタウン形成促進支援調査事業
・バイオマス利活用加速化事業
・バイオマスタウンモデルプラン作成調査分析事業
等
【施策の内容】
(国産バイオ燃料の利用促進）
　バイオ燃料の地域利用モデルの整備と技術実証、
地域に眠る未利用のバイオマスの活用を支援するた
めの実地調査や人材育成、資源作物の導入等に向け
た技術開発等を実施。これらの取組により、国産バ
イオ燃料を平成23年に単年度５万キロリットル以上
導入し、大幅な生産拡大を図る。
（バイオマスタウンの推進）
　バイオマスタウンの実現に向け、バイオマスタウ
ン構想の策定、バイオマスの変換・利用施設等の一
体的な整備、モデルプランの作成等を実施し、地域
の創意工夫を凝らした主体的な取組を支援。これら
の取組により、22年度までにバイオマスタウンを300
程度構築する（20年3月末現在：136）。

○食品産業ＣＯ２削減促進対策事業
【施策の内容】
食品産業の事業者・団体に対して、温暖化対策の重
要性について普及啓発するとともに、取組の遅れて
いる業種に対して、業種の特性に応じた取組を促
す。

【バイオマスの総合的な利活用の推進】
（廃棄物系バイオマス利活用　平成22年目標：80％以上）
（未利用系バイオマス利活用　平成22年目標：25％以上）

○食品産業温室効果ガス排出削減戦略調査事業
【施策の内容】
食品産業から排出される温室効果ガスについて、そ
の排出構造や排出形態の変化に関する調査・分析を
行い、その抑制に向けた手法を検討。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

生産局 畜産企画課
畜産振興課

総合食料局 食品産業企画課

総合食料局 食品産業企画課

生産局 畜産振興課

②食品リサイクルの推進等
食品製造業等食品産業から排出される食品副産物・廃棄物に
ついて、安全性を確保しつつ飼料や肥料等の再資源化を推進
する。
（個々の事業者の再生利用等の実施率　平成18年目標：20％
以上）
（改正食品リサイクル法に基づく新たな実施率目標におい
て、平成１９年度は基準年と位置付けられ、平成２０年度以
降、基準年の実績をもとに、毎年度の目標が事業者ごとに置
かれる見込み）

①家畜排せつ物利用推進。
　家畜排せつ物たい肥の利用
　家畜排せつ物の高度利用

○エコフィード（食品残さの飼料化）を推進する取
組を実施する。
【施策の内容】
　食品残さ等の飼料利用を推進するため、全国レベ
ル及び地方ブロックレベルで整備した推進会議等を
母体に、消費者等への広報活動、関係者の人的ネッ
トワークの構築・理解の醸成等を図るとともに、広
域な飼料化施設の整備及び食品残さ飼料化業者と配
合飼料メーカーが連携したエコフィード生産拡大の
取組を支援。

○家畜排せつ物利用のための施設等の整備を推進す
る。
【実施する施策（計画等）】
・地域バイオマス利活用交付金
・畜産環境総合整備事業（土地改良長期計画）
【施策の内容】
　市町村、農協、営農集団等が行う家畜排せつ物の
たい肥化施設等の整備、都道府県、市町村等がたい
肥還元用草地の造成・整備等と一体的に行う施設の
整備を実施。

○食品資源循環形成推進事業を実施する。
【施策の内容】
　食品リサイクルの優良な取組、リサイクル製品の
第三者機関による評価・認証の仕組みやルールづく
りの検討、試行を行う。また、食品リサイクル制度
の見直し内容についての普及啓発を支援。

○食品循環資源経済的処理システム実証事業を実施
する。
【施策の内容】
　より効率的な食品リサイクルを目指す実験的な地
域の取組等を国が直接採択して経済性を実証し、小
規模事業者や店舗等地域における新たな食品リサイ
クルのビジネスモデルを提示。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

林野庁 木材利用課

大臣官房
農林水産技術会
議事務局

環境バイオマス
政策課
研究開発官（環
境）

水産庁

農村振興局

防災漁村課

農村整備官

○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、木質バイオマスエネルギー利用施設等の
整備を推進する。
【実施する施策】
・木質バイオマス利用促進整備
　（強い林業・木材産業づくり交付金）
【施策の内容】
  地域の未利用木質資源の利用を促進するため、林
地残材等の効率的な収集・運搬に資する機材や木質
バイオマスエネルギー利用施設等のモデル的な整備
を実施。

○バイオマス・ニッポン総合戦略に基づき地域での
取組を円滑に推進するための条件整備を推進する。
【実施する施策】
・革新的な研究・技術開発の推進
・人材の育成、シンポジウムの開催等
【施策の内容】
　国産バイオ燃料への利用促進に向けた資源作物の
育成と低コスト栽培法等の開発、低コスト・高効率
なエタノール変換技術の開発、バイオマスの燃料利
用とマテリアル利用を総合的に行うバイオマス利用
モデルの構築等を重点的に実施するとともに、農林
水産バイオマスの特性を活かしたバイオマスマテリ
アル製造技術の開発を実施。
（バイオマスタウンの推進）再掲
・地域バイオマス利活用交付金
・バイオマス利活用加速化事業 等
【施策の内容】
（バイオマスタウンの推進）
　バイオマスタウンの実現に向け、バイオマスタウ
ン構想の策定、バイオマスの変換・利用施設等の一
体的な整備、モデルプランの作成等を実施し、地域
の創意工夫を凝らした主体的な取組を支援。これら
の取組により、22年度までにバイオマスタウンを300
程度構築する（20年3月末現在：136）。

③　木質バイオマスの利用の推進
　未利用木質バイオマスのエネルギー利用を推進する。

④　地域内物質循環の促進
食品廃棄物等身近なリサイクル、家畜排せつ物のたい肥利
用、エネルギー利用等地域住民の主体的な取組による地域内
物質循環を促進する。

○循環型社会に対応した漁村づくりを推進する。
【実施する事業】
・漁場環境保全創造事業
・漁業集落環境整備事業
・強い水産業づくり交付金
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
【施策の内容】
　風力等の自然エネルギー、バイオマス資源等を活
用し、循環型社会に対応した漁村づくりを推進する
ため、関連事業を総合的・効率的に推進。

13



局庁 課環境目的 実施計画環境目標

生産局 農業環境対策課

生産局 農業環境対策課

生産局 農業環境対策課

生産局 農業環境対策課

○施肥基準の見直しの促進
【施策の内容】
　農業環境規範と併せて都道府県知事に通知した
「施肥基準の策定・見直しの指針」に基づき、各都
道府県の定める施肥基準について、施肥に伴う環境
負荷低減を図るよう見直しを推進。

○農業環境規範の普及・定着を推進。
【施策の内容】
　新たな食料・農業・農村基本計画に基づき農業者
が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項を取り
まとめ、平成１７年３月に策定した「環境と調和の
とれた農業生産活動規範（農業環境規範）」の普
及・定着を推進。

○環境と調和した持続的な農業生産を推進するため
の条件整備。
【実施する施策】
　強い農業づくり交付金
【施策の内容】
　環境と調和した持続的な農業生産を推進するため
に必要な共同利用機械・施設等の整備を支援。

○持続性の高い農業生産方式の導入の促進。
【施策の内容】
　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する
法律に基づき、土づくりと化学肥料及び化学合成農
薬の使用低減に一体的に取り組む農業者を認定し
（エコファーマー）、金融上の支援や計画達成のた
めの指導・助言などの支援措置を講じることによ
り、持続性の高い農業生産方式の導入を促進する。

【環境保全を重視する農業の推進】
　農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに
留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、化学合成農薬の
使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業（環境
保全型農業）を推進する。
　都道府県の施肥基準について、作物の種類、土壌条件等に
応じて窒素収支の適正化を図る観点等に配慮した見直しを促
進する。また、防虫ネット等を用いた物理的な防除や天敵等
を用いた生物的な防除などと化学合成農薬の使用低減とを組
み合わせた総合的病害虫群管理（ＩＰＭ）の普及に向けた指
導指針の策定を促進する。これら指針に基づき、環境保全を
重視する多様な農業を促進する。
 
（エコファーマー認定件数　平成21年度末目標：20万人）
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農村振興局 農地資源課

生産局 農業環境対策課

消費・安全局 植物防疫課

○環境負荷の大幅な低減を図る先進的な営農活動を
推進
【施策の内容】
　農地や農業用水等の資源の保全と一体的に、地域
でまとまって化学肥料及び化学合成農薬を５割以上
低減する等の先進的な営農活動を支援。

○化学肥料、農薬を使用しないことを基本とする有
機農業の推進
【施策の内容】
　有機農業策推進法に基づき、平成１９年４月末に
策定した有機農業の推進に関する基本的な方針につ
いて周知徹底に努めるとともに、都道府県における
推進計画の策定への働きかけ等を実施。

○総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の普及推進
【施策の内容】
病害虫の発生予察情報に基づいて、化学的防除、生
物的防除および物理的防除を適切に組合せ、環境負
荷を軽減しつつ病害虫の発生状況を経済的負担が生
じるレベル以下に抑制する総合敵病害虫・雑草管理
（ＩＰＭ）の普及・推進を図るため、作物毎にＩＰ
Ｍの実践指標モデルの策定を進める。
また各都道府県は地域の実情に配慮しつつ、実践指
標モデルを元に、農業者自らがＩＰＭの達成度を
チェックできるＩＰＭ実践指標を策定するととも
に、モデル地区地域の育成に取り組む。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農村振興局 都市農村交流課
農村整備官

農村振興局 農村整備官
水資源課

農村振興局

林野庁

水産庁

農村整備官

研究・保全課
整備課
治山課
計画課

防災漁村課

○地域の創造力を活かした個性ある農山漁村づくり
を図るとともに、美しい景観形成の観点も含めた整
備を実施することにより、魅力ある農山漁村づくり
を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・森林・林業・木材産業づくり交付金（森林・林業
基本計画及び京都議定書目標達成計画）
・法定森林病害虫等駆除事業（森林・林業基本計画
及び京都議定書目標達成計画）
・森林害虫駆除事業委託（森林・林業基本計画及び
京都議定書目標達成計画）
・保安林整備事業委託費（全国森林計画及び京都議
定書目標達成計画）
・森林ＧＩＳ活用体制整備事業費（森林・林業基本
計画及び京都議定書目標達成計画）
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
・漁港環境整備事業（漁港漁場整備長期計画）
・海岸環境整備事業（社会資本整備重点計画）

○都市と農山漁村の共生・対流を促進する。
【実施する施策】
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金　等
【施策の内容】
　グリーン・ツーリズムを通じた都市と農山漁村の
交流を促進するため、都市住民への農山漁村の情報
提供と農山漁村での受入体制の整備等を推進すると
ともに、都市部においてやすらぎの場や交流の場を
提供するための市民農園の整備等を推進する。

○土地改良長期計画に基づき、農村地域の総合的整
備を推進する。
【実施する施策】
・村づくり交付金　等
【施策の内容】
　地域の創意と工夫を活かした村づくりを支援する
「村づくり交付金」などにより、活力ある農村地域
の発展を推進するため、農業生産基盤と生活環境の
総合的な整備を実施する。

【都市と農山漁村の共生・対流、自然とのふれあいの場の提
供】
　都市と農山漁村がお互いの地域の魅力を分かち合うよう、
「人・もの・情報」の行き来の促進に向けて、
・農山漁村の豊かな自然や景観等の資源の活用により、都市
との交流を進めるグリーン・ツーリズム、
・里地・里山等居住地近くに拡がる農地や森林の、自然との
ふれあいの場、レクリエーションの場としての活用、
・都市生活者に対して、緑地空間としてのやすらぎの場や自
然とのふれあい・交流の場等を提供する都市農業を推進す
る。

【健全な農山漁村環境の保全】
都市と農山漁村の共生・対流、自然とのふれあい
の場の提供、生物多様性・多様な生態系の保全を
推進する。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

林野庁 経営企画課

林野庁 計画課
治山課
整備課
経営課
研究・保全課

農村振興局 設計課
農村環境課

○国有林野の管理経営に関する基本計画に基づき、
優れた自然環境を有する森林の維持・保存等、公益
的機能の発揮を旨とした管理経営を推進する。
【施策の内容】
　国有林野の管理経営にあたり、個々の森林を「水
土保全林」、「森林と人との共生林」及び「資源の
循環利用林」に類型化し、各々の区分に応じて適切
に管理経営を実施。
　特に自然環境の維持、動植物の保護等を図る上で
重要な森林については「森林と人との共生林（自然
維持タイプ）」に区分し、自然環境の保全を第一と
した管理経営を推進。

【生物多様性、多様な生態系の保全】
①　優れた自然環境を有する森林の維持・保存。
　自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存等を図る
上で重要な森林については、「森林と人との共生林（自然維
持タイプ）」に区分し、自然環境の保全を優先した管理経営
を実施する。
②　自然環境を重視したむらづくり。
　農業農村整備事業の実施に際して、環境との調和への配慮
を進め、可能な限り環境への負荷や影響を回避・低減すると
ともに、良好な生態系や景観等を形成・維持することによ
り、地域の二次的自然の保全・回復を図り、地域の生物多様
性の保全に向けた取組を推進する。
　また、農村地域において、地域住民、ＮＰＯ等の参加を得
た田園自然環境の保全・再生活動の支援等の自然再生関連施
策を推進するとともに、水田周辺地域の生態系の現状を把握
する「田んぼの生きもの調査」を実施。
　また、農林水産省本省及び地方機関において、環境省自然
環境部局と連携・協力した施策を推進する。

○農村地域の二次的自然の保全・回復を図り、良好
な生態系や景観等を形成・維持する観点から、環境
との調和に配慮した農業農村整備事業を推進する。
【実施する施策】
・環境配慮の評価手法等検討調査　等
【施策の内容】
　農村生態系の定量的評価手法等の検討を行い、調
査計画や施工の手法の充実を図る。また農村地域の
環境保全に関する基本計画の策定を推進することに
より、農業農村整備事業における環境との調和への
配慮の取り組みを進める。

○里山の優れた自然環境の保全を図るため、里山林
再生総合対策を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・治山事業、森林整備事業（森林整備保全事業計画
及び京都議定書目標達成計画）
・特用林産の振興（森林・林業・木材産業づくり交
付金）（森林・林業基本計画及び京都議定書目標達
成計画）
・地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進
事業（森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成
計画）
・上下流連携いきいき流域プロジェクト（森林・林
業基本計画）
【施策の内容】
　森林整備事業や治山事業をはじめ、ＮＰＯ等の多
様な主体による森林づくりや利用活動、竹材の利用
の推進等により、里山林の再生・整備を推進。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農村振興局 農地資源課
農村環境課
農村整備官

農村振興局 設計課

農村振興局 農地資源課○農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図る。
【実施する施策（計画等）】
・農地・水・環境保全向上対策（食料・農業・農村
基本計画及び経営所得安定対策等大綱）
【施策の内容】
　農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るた
め、農地・農業用水等の保全向上に関する地域ぐる
みでの効果の高い共同活動と、農業者ぐるみでの環
境保全に向けた先進的な営農活動を、地域住民を始
めとする多様な主体の参画を得てこれらを総合的・
一体的に実施する活動を支援する。

○自然環境を重視したむらづくりを図るため、自然
再生関連施策を推進する。
【実施する施策】
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金　等
【施策の内容】
　地域の自主性と創意工夫により、農山漁村の活性
化を図る計画を支援する「農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金」などにより、健全で豊かな自然環
境の保全・再生と活力ある農業が調和した美しいむ
らづくりに向けて、田園自然再生関連対策を実施す
る。

○水田周辺地域の生態系の現状を把握する「田んぼ
の生きもの調査」を引き続き実施する。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

生産局 農業環境対策課

生産局 農業環境対策課

生産局 農業環境対策課

農村振興局 農地資源課

○持続性の高い農業生産方式の導入の促進。
【施策の内容】
　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する
法律に基づき、土づくりと化学肥料、化学合成農薬
の使用低減に一体的に取り組む農業者を認定し（エ
コファーマー）、金融上の支援や計画達成のための
指導・助言などの支援措置を講じることにより、持
続性の高い農業生産方式の導入を促進する。

③　農業生産活動に伴う環境負荷の低減。
　農業生産活動に伴う環境負荷の低減を通じ、生物多様性、
多様な生態系の維持等自然環境の保全に努める。
（エコファーマー認定件数　平成21年度末目標：20万人）

○環境負荷の大幅な低減を図る先進的な営農活動を
推進
【施策の内容】
　農地や農業用水等の資源の保全と一体的に、地域
でまとまって化学肥料及び化学合成農薬を５割以上
低減する等の先進的な営農活動を支援。

○農業環境規範の普及・定着を推進。
【施策の内容】
　新たな食料・農業・農村基本計画に基づき農業者
が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項を取り
まとめ、平成１７年３月に策定した「環境と調和の
とれた農業生産活動規範（農業環境規範）」の普
及・定着を推進。

○環境と調和した持続的な農業生産を推進するため
の条件整備。
【実施する施策】
　強い農業づくり交付金
【施策の内容】
　環境と調和した持続的な農業生産を推進するため
に必要な共同利用機械・施設等の整備を支援。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

生産局 農業環境対策課

消費・安全局 植物防疫課

水産庁 計画課
整備課
企画課

④　海の森づくり。
　多様な水産生物にとって良好な生息・生育の場である藻
場・干潟は、水質浄化等の機能を有するとともに、二酸化炭
素固定により地球温暖化対策にも寄与するものであり、その
保全・造成等による「海の森づくり」を積極的に推進する。

○「豊かな海の森づくり」関係施策を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・水産基盤整備事業（漁港漁場整備長期計画）
・岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
・環境・生態系保全活動支援調査・実証事業
【施策の内容】
　水産生物の良好な生息生育の場であるのみなら
ず、水質浄化機能を有する藻場・干潟等の保全・創
造を強力に推進。
磯焼け対策のプランづくりや効果検証等についての
技術的なサポートを行い、大規模な磯焼けの改善事
例づくりを行う。また、これらの取組事例から磯焼
け対策のノウハウを整理し他地域へ普及すること
で、磯焼けの全国的かつ効率的な改善を目指す。
漁業者を中心とした藻場・干潟等の環境・生態系保
全活動を促進する支援手法の確立を目指す。

○総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の普及推進
【施策の内容】
病害虫の発生予察情報に基づいて、化学的防除、生
物的防除および物理的防除を適切に組合せ、環境負
荷を軽減しつつ病害虫の発生状況を経済的負担が生
じるレベル以下に抑制する総合敵病害虫・雑草管理
（ＩＰＭ）の普及・推進を図るため、作物毎にＩＰ
Ｍの実践指標モデルの策定を進める。
また各都道府県は地域の実情に配慮しつつ、実践指
標モデルを元に、農業者自らがＩＰＭの達成度を
チェックできるＩＰＭ実践指標を策定するととも
に、モデル地区地域の育成に取り組む。

○化学肥料、農薬を使用しないことを基本とする有
機農業の推進
【施策の内容】
　有機農業策推進法に基づき、平成１９年４月末に
策定した有機農業の推進に関する基本的な方針につ
いて周知徹底に努めるとともに、都道府県における
推進計画の策定への働きかけ等を実施。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

水産庁 管理課

水産庁 漁場資源課

水産庁 漁場資源課

消費・安全局 農産安全管理課

消費・安全局 農産安全管理課

⑥　遺伝子組換え農作物等の使用等の規制による生物多様性
の確保
遺伝子組換え農作物等による生物多様性への悪影響を防止す
るため、その使用等の規制を的確に実施する。

○遺伝子組換え農作物等の使用等の承認及び取締を
実施する。
【施策の内容】
　遺伝子組換え農作物等の栽培等による野生動植物
への悪影響を防止するため、遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律に基づき、生物多様性影響評価を実施してその使
用等の承認をするほか、未承認の遺伝子組換え農作
物等を検出するための検査を実施。

○我が国周辺水域資源調査等を実施する。
【施策の内容】
　我が国周辺水域における主要な水産資源の動向を
的確に把握するため資源調査の充実を図り、海洋環
境等の変動要因を考慮したより精度の高い資源評価
を行うとともに、新たに大陸棚の拡大が見込まれる
水域における生物資源調査を実施し、科学的知見に
基づく適切な資源管理･回復及び持続的利用にむけた
取組を推進。

⑤　資源の適正管理による海洋生物資源の持続的利用。
　資源回復計画を着実に実施することにより、海洋生物資源
を持続的に利用していく。
（資源回復計画作成後、半年以内にその回復計画に基づく漁
獲努力量削減実施計画を策定することとし、その達成率が１
００％となることを目標とする。）
　

　

○資源管理体制・機能強化総合対策を推進する。
【実施する施策】
　資源回復計画等の作成及び普及の推進事業
　合理的資源管理推進事業
　強い水産業づくり交付金　等
【施策の内容】
　
　我が国周辺水域における水産資源の回復・管理を
推進する観点から、資源回復計画、ＴＡＣ（漁獲可
能量）・ＴＡＥ（漁獲努力量可能量）の適切な管理
等を実施する。

○国際資源調査等を実施する。
【施策の内容】
　国際的な資源管理体制の確立に積極的に貢献する
ため、公海及び外国排他的経済水域等において漁獲
される国際漁業資源について、科学的知見に基づく
適切な資源管理を実施するために必要な資源調査等
を実施する。

○遺伝子組換え農作物実態調査を実施する。
【施策の内容】
　遺伝子組換え農作物の生産・流通の実態を適切に
把握するため、輸入港やその周辺の幹線道路におけ
るこぼれ落ちや生育等の実態調査を実施する。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農林水産技術会
議事務局

研究開発官（食
料戦略）

消費・安全局 植物防疫課

【試験研究・技術開発】 【環境保全を重視する農林水産業のための技術開発】
　環境負荷の低減に資する次のような農林水産技術の開発を
推進する。
・土壌・養分管理技術の高度化
・病害虫・雑草・野生鳥獣等の総合的管理技術
・環境負荷物質の動態解明と制御技術
・より高度な病害虫抵抗性品種の育成等
　また、遺伝子組換え体の環境に対する安全性評価手法の開
発を推進する。
○生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発（目標：平成
２０年度末）
・化学合成殺虫剤使用量削減（現行の５０～８０％減）
・化学合成殺菌剤使用量削減(現行の３０～８０％減）
・除草剤削減（現行の３０～８０％減）
・リン酸施肥量削減(現行の２０％減）
・窒素施肥量削減（現行の１０～５０％減）

○生物機能を活用した環境負荷低減技術を開発す
る。
【施策の内容】
　農業が環境に与える負荷低減を図るため、栽培植
物自身が有する機能や生物間の相互作用といった生
物機能を活用した病害虫防除技術、養分吸収促進技
術を開発するとともに、それら技術を効果的に実施
するためのセンシング技術を開発する。

○病害虫防除農薬環境リスク低減技術確立事業及び
IPM技術評価基準策定事業を推進する。
【実施する施策】
・病害虫の防除の推進のうち病害虫防除農薬環境リ
スク低減技術（食の安全・安心確保交付金）
・周辺作物飛散影響防止対策基準策定（委託費）
・土壌病害虫防除基準策定（委託費）
・省力的散布基準策定（委託費）

【施策の内容】
　農薬による防除のみならず、より環境に調和した
防除が期待できる天敵やフェロモン等の利用の促進
や静電散布技術等の新たな防除技術体系の確立を行
う。また、農業者等が、環境に配慮したIPM(総合的
病害虫・雑草管理）を効果的かつ安全に実践するた
め、確立した防除技術をもとに、周辺作物等に対す
る農薬飛散影響を低減しうる散布基準・ガイドライ
ン等の策定、土壌消毒技術における環境負荷低減に
資する評価基準等の策定、農薬の空中散布を有効利
用し、化学合成農薬の使用低減を図るための散布基
準の策定を行う。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

農林水産技術会
議事務局

研究開発官（食
の安全、基礎・
基盤）

水産庁 研究指導課

水産庁 研究指導課

農林水産技術会
議事務局

研究開発官（環
境）

○水産業振興型技術開発事業を推進する。
【施策の内容】
　二酸化炭素排出量の増大につながらないバイオ
ディーゼル燃料等化石燃料に替わるエネルギーの漁
船への導入や水産未利用資源からの機能性成分抽出
やプラスティック化、バイオ燃料化などのバイオマ
スの利活用技術の開発等を実施。

○地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発。
【施策の内容】
　国産バイオ燃料への利用促進に向けた資源作物の
育成と低コスト栽培法等の開発、低コスト・高効率
なエタノール変換技術の開発、バイオマスの燃料利
用とマテリアル利用を総合的に行うバイオマス利用
モデルの構築等を重点的に実施するとともに、農林
水産バイオマスの特性を活かしたバイオマスマテリ
アル製造技術の開発を実施。

【物質循環の促進のための技術開発】
　農林水産物の残さ、家畜排せつ物、食品廃棄物等の有機性
資源の原材料化、木材の有効利用、バイオマスエネルギー利
用技術の開発等の有機性資源循環利用技術の開発を推進す
る。

○漁場環境・水産資源持続的利用型技術開発事業を
推進する。
【施策の内容】
　遺伝情報、たんぱく質情報、微量元素等の分析に
よる品種・原産地判別手法等の技術開発、室内培養
によるノリ種苗の特性評価法の開発、底質に生息す
る微生物相全体から得たＤＮＡ（環境ＤＮＡ）を用
いて養殖漁場環境を評価する手法（ＤＮＡチップに
よる評価手法）の開発を行う。

○遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保
総合研究を推進する。
【施策の内容】
生物多様性影響評価に必要な新たな遺伝子組換え生
物に関する科学的知見の集積、検出技術や遺伝子拡
散防止技術など遺伝子組換え作物の安全・信頼の確
保のための管理技術の開発、交雑リスクを低減させ
る栽培技術など一般作物との共存のための技術開発
等を行う。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

林野庁 木材産業課

農林水産技術会
議事務局

研究開発官（環
境）

消費・安全局 消費者情報官

○地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価及び
高度対策技術を開発する。
【施策の内容】
　農林水産生態系の炭素循環の解明及びモデルの開
発を行い、農林水産生態系からの温室効果ガスの排
出削減、炭素吸収源機能を確保するための技術の開
発を行うとともに、農林水産分野における温室効果
ガス及び気候変動の影響についてのモニタリング及
び影響評価を実施する。

○食育を推進する。
【実施する施策】
・にっぽん食育推進事業
・地域における「食事バランスガイド」等の普及・
活用の促進（食の安全・安心確保交付金）
【施策の内容】
　外食産業や小売業等における「食事バランスガイ
ド」を活用したモデル的取組の促進や都市部の児
童・生徒を対象とした体験学習等を通じた、米を中
心とした「日本型食生活」の普及・啓発、多様な媒
体等を活用した「食事バランスガイド」の普及・啓
発、シンポジウムの開催などにより、食育を推進

○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、木材の有効利用のための技術開発を推進
する。
【実施する施策】
　住宅分野への地域材供給支援事業
　木製道路施設普及促進のための技術開発事業
【施策の内容】
　地域材の新たな利用の拡大に向け、マンションの
内装材等の新たな製品・技術の開発等に対して支援
するとともに、汎用性の高い低コスト木製ガード
レール等の開発等に対して支援。

【環境教育・食育の推進】
　農林水産物などの素材、「田んぼ」、水路などの水辺環境
や森林・海辺を遊びや学びの場として活用した環境教育や、
食育を推進するため、人づくりや地域における学習活動等を
促進する。

【環境教育・食育の推進】

【地球環境問題等への対応】
　農林水産業由来の温暖化ガスの発生抑制等生態系や地球環
境に及ぼす影響の低減技術の開発、地球規模の環境変動が農
林水産業に及ぼす影響の評価・解明と対策技術の開発を推進
する。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

林野庁 木材利用課

林野庁 計画課
研究・保全課

○森林環境教育を推進する。
【実施する施策（計画等）】
・森林の多様な利用・緑化の推進（森林・林業・木
材産業づくり交付金）（森林・林業基本計画及び京
都議定書目標達成計画）
・森林環境教育推進総合対策事業（森林・林業基本
計画及び京都議定書目標達成計画）
・学校林整備・活用推進事業（森林・林業基本計画
及び京都議定書目標達成計画）
・地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進
事業（森林・林業基本計画、京都議定書目標達成計
画）
・林業後継者活動支援事業（森林・林業基本計画）
【施策の内容】
　森林環境教育活動の拡大と内容の充実を図るた
め、人材育成、プログラム作り、学校林の整備・活
用とモデル学校林の設定等を推進するとともに、森
林体験活動や林業体験学習の場となる森林・施設の
整備を実施。
　緑化行事の開催、企業やＮＰＯ等の森林整備・保
全活動のサポート体制の整備及び活動の評価手法の
普及等を通じて「国民参加の森林づくり」を推進。

○森林・林業基本計画及び京都議定書目標達成計画
に基づき、木材を活用した環境教育を推進する。
【実施する施策】
　木材利用に関する教育活動(木育）の推進
【施策の内容】
　地球温暖化防止に向けた木材利用推進の意義を普
及するための活動を実施。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

水産庁
農村振興局

防災漁村課
農村整備官

農村振興局 水資源課、農地
資源課、防災課

農村振興局 防災課

林野庁 計画課
整備課
治山課
業務課

水産庁 計画課
整備課

生産局 畜産振興課

生産局 農業環境対策課

経営局 構造改善課

【事業実施段階等における環境保全・環境配慮の
取組の推進】

②強い農業づくり交付金（経営力の強化）及び広域連携アグ
リビジネスモデル支援事業について、事業の実施にあたり、
環境配慮の取組の促進を図る。

○「農業環境規範のクロス・コンプライアンス」を
導入する。（事業実施主体は、事業実施状況報告の
報告期間中に１回以上、整備した施設等を利用する
生産者から点検シートの提出を受ける。）

④水産関係公共事業の事業実施段階等において環境保全・環
境配慮の取組を実施する。

○「自然環境、景観との調和」を評価項目の一つと
している事業評価を引き続き適切に実施する。ま
た、「水産基盤整備事業における環境配慮ガイド
ブック」（Ｈ15.3）、「施工環境マニュアル」（Ｈ
17.6）により、調査、計画、実施の各段階での環境
配慮の取組を推進する。

○「環境との調和に配慮していること」を評価項目
の一つとしている事業評価を引き続き適切に実施す
る。

○「環境との調和に配慮していること」を評価項目
の一つとしている事業評価を引き続き適切に実施す
る。

○海辺体験活動等の環境教育を推進する。
【実施する施策】
・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
・漁港環境整備事業（漁港漁場整備長期計画）
・海岸環境整備事業（社会資本整備重点計画）
【施策の内容】
子供たちの漁業体験活動等を行う場として、体験交
流施設等の整備を実施。

○「農業環境規範のクロス・コンプライアンス」を
導入する。（事業実施主体は、事業実施状況報告の
報告期間中に１回以上、整備した施設等を利用する
生産者から点検シートの提出を受ける。）

○「環境との調和に配慮していること」を評価項目
の一つとしている事業評価を引き続き適切に実施す
る。

③治山事業・森林整備事業の事業実施段階等において環境保
全・環境配慮の取組を実施する。

○「自然環境、景観との調和」を評価項目の一つと
している事業評価を引き続き適切に実施する。

【その他の事業】
①強い農業づくり交付金(産地競争力の強化)及び農業・食品
産業競争力強化支援事業（未来志向型技術革新対策事業）に
ついて、事業の実施にあたり、環境配慮の取組の促進を図
る。

【農林水産公共事業】
①農業農村整備事業の事業実施段階等において環境との調和
に配慮した取組を実施する。

②海岸事業の事業実施段階等において環境との調和に配慮し
た取組を実施する。

⑤草地畜産基盤整備事業において、環境配慮の取組を推進す
る。
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局庁 課環境目的 実施計画環境目標

経営局 構造改善課③アイヌ農林漁業対策事業について、自然環境との調和に配
慮して事業を実施する。

○北海道アイヌ居住地区を対象として、アイヌの文
化や伝統を継承し、振興することを目的とした「ア
イヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識
の普及及び啓発に関する法律（平成９年法律第５２
号）」等を踏まえ、事業の実施にあたっては、アイ
ヌ文化の根源である地域の自然や環境への配慮を行
うことを前提とする。
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